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指定訪問看護事業所 

 「福ろう訪問看護ステーション」  

重要事項説明書 ver1.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事業所はご利用者に対して指定訪問看護サービスを提供します。事業所の概要や提供

されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定さ

れた方が対象となります。 

 

 

 

 

 

 

１．事業者 

（１）法人名     株式会社 尉 

（２）法人所在地   岐阜県岐阜市福富町田 84-1 

（３）連絡先     TEL  058-213-4129 

FAX  058-231-5696 

（４）代表者氏名     代表取締役 松田 和則 

（５）設立年月       令和 6年 6月 1日

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

岐阜県指定 第 2160191561号 
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２．事業所の概要 

１ 指定訪問看護サービスを提供する事業者について 

事 業 者 名 称 株式会社 尉 

代 表 者 氏 名 松田 和則 

本 社 所 在 地 

（連絡先及び電話番号等） 

岐阜県岐阜市福富町田 84-1 

 TEL:058-213-4129 

法人設立年月日 令和５年１１月７日 

 

２ 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について 

(1)事業所の所在地等 

事 業 所 名 称 福ろう訪問看護ステーション 

介護保険指定 

事 業 所 番 号 
第 2160191561号 

事業所所在地  岐阜県岐阜市福富町田 84-1 

連 絡 先 

相談担当者名 

TEL:058-216-1996 FAX:058-213-5696 

管理者 松原 千代美 

事業所の通常の 

事業の実施地域 
 岐阜市 

 

(2)事業の目的及び運営の方針 

事 業 の 目 的 

指定訪問看護の円滑な運営法管理を図ると共に、利用者の意志及

び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問看護の提

供を確保することを目的とする。 

運 営 の 方 針 

利用者が要介護状態となった場合においても、その利用者が可能

な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるよう、身体介護その他の生活全般にわたる

援助を行う。事業にあたり、必要な時に必要な訪問看護の提供が

できるように努め、他の保険医療サービス及び福祉サービスを提

供する者との連携に努める。 

 

(3)事業所窓口の営業日及び営業時間 

 

(4)サービス提供可能な日と時間帯 

サービス提供日  年中無休 

サービス提供時間  ２４時間 

 

営 業 日 
 月曜日から金曜日（但し、祭礼日・年末年始 12/30～1/3の期

間を除く） 

営 業 時 間 
 9:00～18:00（但し、電話対応は２４時間連絡が可能な体制とす

る） 
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３．職員の体制 

 当事業所では、ご利用者に対して指定訪問看護サービスを提供する職員として、以下の

職種の職員を配置しています。 

◎訪問看護員とは（契約書第５条１項参照） 

 保健師、看護師、准看護師等の資格を有する者です。 

◎サービス従事者とは（契約書第５条２項参照） 

 訪問看護員、理学療法士、社会福祉士等、当事業所に属する従業員です。 

 

<主な職員の配置状況> 

                            令和 6年 6月 1日時点 

職 種 職務の内容 常勤 非常勤 
常勤換算後の人

数 

サービス

従事者 

管理者 業務の一元的な管理 １人 ０人 １人 

訪問看護員 訪問看護の提供   2.5人以上 

 

4．当事業所が提供するサービス内容 

当事業所では、ご利用者に対して以下のサービスを提供します。（契約書第４条参照） 

   

サービス区分と種類 サ ー ビ ス の 内 容 

訪問看護計画の作成 

主治医の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業者が

作成した居宅サービス計画（ケアプラン）に基づき、利用

者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の

目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問看護計

画を作成します。 

訪問看護の提供 

訪問看護計画に基づき、訪問看護を提供します。 

具体的な訪問看護の内容（サービス例） 

①病状・障害の観察 

②清拭・洗髪等による清潔の保持 

③食事及び排泄等日常生活の世話 

④褥瘡の予防・処置 

⑤リハビリテーション 

⑥ターミナルケア 

⑦認知症患者の看護 

⑧療養生活や介護方法の指導 

⑨カテーテル等の管理 

⑩その他医師の指示による医療処置 

⑪訪問看護報告書の作成 
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（１）保険給付の対象となるサービス 

  医療保険給付サービス 

   医療保険による訪問看護を利用される場合には、主治医が用意される『訪問看護指示

書』の交付が必要となります。訪問看護を利用された際には、診療報酬によって定め

られている費用のお支払が必要になります。  

 

※訪問看護は週３日を限度としていますが、厚生労働大臣が定める疾病等（別表７）と特

別管理加算 （別表８）の対象者、特別訪問看護指示書の指示期間では週４日以上の算定と

なります。 

厚生労働大臣が定める疾病等「別表第７」 厚生労働大臣が定める者「別表第８」 

①末期の悪性腫瘍 

②多発性硬化症 

③重症筋無力症 

④スモン 

⑤筋萎縮性側索硬化症 

⑥脊髄小脳変性症 

⑦ハンチントン病 

⑧進行性筋ジストロフィー症 

⑨パーキンソン病関連疾患（進行性 核上性

麻痺、大脳皮質基底核変性症） 

パーキンソン病（ホーエン・ヤールの重症度

分類 がステージ３以上であって、生活機能

障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る） 

⑩多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリー

ブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候

群） 

⑪ライソゾーム病 

⑫プリオン病 

⑬亜急性硬化性全脳炎 

⑭副腎白質ジストロフィー 

⑮脊髄性筋萎縮症 

⑯球脊髄性筋萎縮症 

⑰慢性炎症性脱髄性多発神経炎 

⑱後天性免疫不全症候群 

⑲頸髄損傷 

⑳人工呼吸器を使用している状態 

 

①在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在

宅気管切開患者指導管理を受けている状

態にある者又は気管カニューレ若しくは

留置カテーテルを使用している状態にあ

る者 

②在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透

析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅

中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経

管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管

理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧

呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導

管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を

受けている状態にある者 

③人工肛門又は人工膀胱を設置している

状態にある者 

④真皮を越える褥瘡の状態にある者 

⑤在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算

定している者 

 

 
 

  ≪利用料金≫ 

 『別紙 料金表』に記載 

 

（２）保険給付の対象とならないサービス（契約書第 8 条参照） 

介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービスの利用料

金の全額がご契約者の負担となります。 
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介護保険給付の支給限度額を超えたサービス利用料は『別紙 料金表』をご参照くださ

い。 

 

（３）その他の費用について（契約書第 8条、９条参照） 

① 交通費 

利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程

の定めに基づき、交通費の実費を請求いたします。 

なお、自動車を使用した場合は（運営規程に記載されている内

容を記載する）により請求いたします。 

② キャンセル料 

サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡を

いただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求いた

します。 

24時間前までのご連絡の場合 キャンセル料は不要です 

12時間前までにご連絡の場合 
１提供当たりの料金の 

２５％を請求いたします。 

12 時間前までにご連絡のない

場合 

１提供当たりの料金の 

５０％を請求いたします。 

※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いた

しません。 

③ サービス提供に当たり必要となる利用

者の居宅で使用する電気、ガス、水道の

費用 

利用者の別途負担となります。 

④ 通院・外出介助における訪問看護員等

の公共交通機関等の交通費 
実費相当を請求いたします。 

 

  

（４）利用料金のお支払方法（契約書第８条参照） 

利用料、利用者負担額、その他の費用の請求及び支払い方法について 

① 利用料、利用者負担

額、その他の費用の請

求方法等 

ア 利用料、利用者負担額及びその他の費用の額はサー

ビス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額によ

り請求いたします。 

イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌

月１５日までに利用者あてにお届け（郵送）します。  

② 利用料、利用者負担額

（介護保険を適用す

る場合）、その他の費

用の支払い方法等 

ア 利用料のお支払い豊富は、請求月の２７日までに下

記のいずれかの方法でお支払い下さい。 

(ア)事業者指定口座への振り込み 

(イ)利用者指定口座からの自動振替 

イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何に

よらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管され

ますようお願いします。（医療費控除の還付請求の

際に必要となることがあります。） 

※ 利用料、利用者負担額及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもか

かわらず、支払い期日から２か月以上遅延し、さらに支払いの督促から３０日以内に

支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いい

ただくことがあります。 
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（５）利用の中止、変更、追加（契約書第９条参照） 

 １ 利用予定日の前に、ご利用者の都合により、訪問看護サービスの利用を中止又は変

更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービ

スの実施日の前日までに事業者に申し出て下さい。 

２ 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた

場合、キャンセル料として重要事項説明書第４条４項に定める料金をお支払いいただ

く場合があります。但しご利用者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りで

はありません。 

３ サービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪問看護員の稼動状況により利用者

の希望する日時にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者に提示

して協議します。 

 

5．サービス利用にあたっての留意事項  

（１）サービス提供を行う訪問看護員 

サービスの提供にあたっては、複数の訪問看護員が交代してサービスを提供します。 

 

（２）訪問看護員の交代（契約書第５条参照） 

   1 利用者からの変更の申し出 

 選任された訪問看護員の交代を希望される場合には、当該訪問看護員が業務上不

適当と認められる事情その他交代を希望する理由を明らかにして、事業所の管理者

に対して訪問看護員の交代を申し出ることができます。 

 

  担当する訪問看護員等の変更をご希望される場合の相談窓口について 

利用者のご事情により、担当す

る訪問看護員等の変更を希望

される場合は、右のご相談担当

者までご相談ください。 

相談担当者氏名  松原 千代美 

連絡先電話番号  058-216-1996 

同ﾌｧｯｸｽ番号  058-213-5696 

受付日及び受付時

間 
 営業日に準ずる 

※ 担当する訪問看護員等の変更に関しては、利用者のご希望をできるだけ尊重して調整

を行いますが、当事業所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますこ

とを予めご了承ください。 

 

   ２ 事業者からの変更の申し出 

 事業所の管理者は、担当の訪問看護員が退職する等不正な理由がある場合に限り、

担当の訪問看護員を変更することができます。ただし、利用者からの特定の訪問看護

員の指名はできません。 
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（３）サービス実施時の留意事項 

１ 保険証類の提示、確認（契約書第６条１項参照） 

   事業者はサービスの提供にあたり、必要と判断された利用者の介護保険被保険者

証に記載された内容（被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間等）

を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに事

業者に知らせるものとします。 

２ 定められた業務以外の禁止（契約書第６条２項参照） 

利用者は重要事項説明書第４条 1 項並びに 2 項で定められたサービス以外の業務

を事業者に依頼することはできません。 

３ 訪問看護サービスの実施に関する指示・命令（契約書第６条３項参照） 

    訪問看護サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。 

但し、事業者は訪問看護サービスの実施にあたって利用者の事情・意向等に充分に

配慮するものとします。 

４ 備品等の使用（契約書第６条４項参照） 

訪問看護サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償

で使用させていただきます。 

５ 訪問看護サービスの提供記録（契約書第５条参照） 

① 事業者は、利用者に対して訪問看護サービスを提供する毎に、当該サービス

の提供日、内容及び介護保険から支払われる報酬等の必須事項を、事業所が

作成する所定の書面に記載します。 

② 事業者は、利用者に対する訪問看護サービスの提供に関する記録を整備し、

契約終了日から２年間保存します。 

③ 利用者は、事業者に対し、１号に規定する書面その他利用者に対する訪問看

護サービスの提供に関する記録の閲覧謄写を求めることができます。記録の

閲覧等は、事業者の業務に支障のない時間に行うこととします。 

 

（４）守秘義務（契約書第１４条参照） 

１ 事業者及びサービス従事者は、訪問看護サービスを提供する上で知り得た利用者

及びその家族等に関する事項を、正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義

務は、本契約の終了した後も継続します。 

２ 事業者は、事業所の従業員が退職後、在職中知り得た利用者又は家族の秘密を漏ら

すことがないよう必要な措置を講じます。 

３ 事業者は、利用者に医療上、緊急の必要がある場合には医療機関等との利用者に関

する心身等の情報を提供できるものとします。 

４ 前 3 号に関わらず、利用者に係る他の介護サービス事業者等との連携を図るなど

正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得

た上で、利用者またはその家族等の個人情報を用いることができるものとします。 

 

（５）サービス従事者の禁止行為（契約書第１５条参照） 

訪問看護員は、利用者に対する訪問看護サービスの提供にあたって、次に該当する

行為は行いません。 
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① 利用者もしくはその家族等からの高価な物品等の授受 

② 利用者の家族等に対する訪問看護サービスの提供 

③ 飲酒及び喫煙 

④ 利用者もしくはその家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動 

⑤ その他利用者もしくはその家族等に行う迷惑行為 

  

（６）損害賠償責任（契約書第第１６条） 

 １ 事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由に

より利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。別に定める守秘義務に

違反した場合も同様とします。 

 ただし、利用者に故意または過失が認められる場合には、利用者の置かれた心身の

状況を斟酌して相当と認められるときに限り、損害賠償責任を減じることができる

ものとします。 

２ 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。 

 

（７）損害賠償がなされない場合（契約書第１７条） 

  事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、賠償責任を負いません。とりわけ以

下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。 

１ 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこ

れを告げず、又は不実の告知を行ったことに起因して損害が発生した場合 

２ 利用者が、サービスの実施のために必要な事項に関する聴取・確認に対して故意に

これを告げず、又は不実の告知を行ったことに起因して損害が発生した場合 

３ 利用者の急激な体調の変化等、事業者が実施したサービスを原因としない事由に

起因して損害が発生した場合 

４ 利用者が、事業者及びサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為に起因して

損害が発生した場合 

 

（８）緊急時、事故時の対応（契約書第１８条参照） 

１ 事業者は、利用者の平時並びに緊急時又は事故時に係る連絡先を別紙 2 に定め、

緊急連絡先とします。 

２ 利用者又は利用者家族が緊急連絡先を変更する際は、速やかに別紙２を事業者に

届けるものとします。 

３ 事業者は、訪問看護サービスの提供中に利用者の病状の急変が生じた場合その他

必要な場合は、速やかに主治医又は協力医療機関と連絡を取り、救急治療あるいは救

急入院など必要な措置を講じると共に、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事

業者等に連絡を行います。 

４ 事業者は、利用者に対する訪問看護サービスの提供により事故が発生した場合は、

市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、

必要な措置を講じます。 

 また、利用者に対する訪問看護サービスの提供により賠償すべき事故が発生した

場合は、損害賠償を速やかに行います。 
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なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

保険会社名 東京海上日動火災保険 

保険名 訪問看護賠償責任保険 

補償の概要 事業活動遂行事故等 

 

（９）契約の終了事由、契約終了に伴う援助（契約書第２０条参照） 

１ 利用者は、以下に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業

者が提供するサービスを利用することができるものとします。 

 

① 利用者が死亡した場合 

② 介護保険施設に入所された場合（特別養護老人ホームに入所された癌末期患

者を除く） 

③ 医療保険適応対象外となった場合 

④ 要介護認定により利用者の心身の状況が自立と判断された場合 

⑤ 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により

事業所を閉鎖した場合 

⑥ 事業所が指定を取り消された場合または指定を辞退した場合 

⑦ 重要事項説明書第５条１０項から１２項に基づき本契約が解約または解除さ

れた場合 

 

２ 事業者は、前①を除く本契約が終了する場合には、利用者の心身の状況、置かれて

いる環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めるものとします。 

 

（１０）利用者からの中途解約（契約書第２０条参照） 

１ 利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解除することができます。この場合には、

利用者は契約終了を希望する日の７日前までに事業所に通知するものとします。 

２ 利用者は、以下の事項に該当する場合には、本契約を即時に解約することができま

す。 

① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

② 利用者が入院した場合 

③ 利用者に係る居宅サービス計画（ケアプラン）が変更された場合 

 

（１１）利用者からの契約解約（契約書第２１条） 

  利用者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合

には、本契約を解除することができます。 

① 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める訪問看護サ

ービスを実施しない場合 

② 事業者もしくはサービス従事者が重要事項説明書第５条４項に定める守秘義

務に違反した場合 

③ 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により利用者もしくはその家
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族等の身体・財産・信用等を傷つけ、または著しい不信行為、その他本契約を

継続しがたい重大な事情が認められる場合 

 

（１２）事業者からの契約解除（契約書第２２条） 

  事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができま

す。 

① 利用者が契約締結時に、その心身の状況及び病歴等の重要事項について、故

意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい

重大な事情を生じさせた場合 

② 利用者によるサービス利用料金の支払いが２ヶ月以上滞納した場合において、

事業者が利用者に対して３０日以内に支払うよう催告したにも関わらず全額

の支払いがないとき、事業者は、利用者の健康・生命に支障がない場合に限

り、全額の支払いがあるまで利用者に対する訪問看護サービスの全部又は一

部の提供を一時停止することができます。事業者が利用者に対し、前述の一

時停止の意思表示をした後、２週間経過しても全額の支払いがなく、利用者

の健康・生命に支障がない場合 

③ 利用者又は家族等からの、社会通念上許容される限度を超えるハラスメント

等の行為によって、相互の信頼関係が損壊し改善の見込みがなく、本契約の

目的を達成することが不可能と認められる場合 

④ 利用者が、故意又は重大な過失により事業者及びサービス従事者の生命・身

体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、

本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

 

（１３）身元引受人の義務（契約書第２４条） 

  契約書の身元引受人は、既に実施されたサービスに対する利用料金支払義務その他事

業者に対する義務を連帯して保証するものとします。 

 

（１４）苦情処理（契約書２５条参照） 

 １ 利用者又は利用者の家族は、提供されたサービスに関して苦情がある場合、いつ

でも以下の苦情相談窓口に苦情を申し立てることができます。 

 

苦情相談窓口 管理者 松原 千代美 

 

２ 利用者は、介護保険法令に従い、以下の市町村及び国民健康保険団体連合会等の苦

情申立期間に苦情を申し立てることができます。 

・岐阜市役所 介護保険課            TEL：058-214-2093 

 ・岐阜県国民保険連合会 介護保険苦情相談窓口 TEL：058-275-9826 

 

３ 事業者は、利用者が前１号又は２号の苦情申立を行った場合、これを理由として利

用者に対して何らかの不利益な取り扱いをいたしません。 
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４ 事業者は、利用者から提供した訪問看護サービスについて、利用者又は利用者の家

族から苦情の申立があった場合は、迅速、適切に対処し、サービスの向上、改善に努

めます。 

５ 提供するサービスの第三者評価の実施状況について 

 

実施の有無 無 

実施した直近の年月日  

実施した評価機関の名称  

評価結果の開示状況  

 

（１５）虐待の防止（契約書第２６条参照） 

  事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な

措置を講じます。  

①  虐待防止のための対策を検討する会議を定期的に開催し、従業員に周知徹

底を図ります。 

②  虐待防止のための指針を整備します。 

③  従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

④  虐待防止に関する責任者を選定しています。 

    

虐待防止責任者 管理者 松原 千代美 

 

⑤  サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を

現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速や

かに、これを市町村に通報します。 
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上記内容について、指定訪問看護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事

項の説明を行いました。 

 

重要事項説明書の説明年月日 年   月   日 

 

事

業

者 

所 在 地 岐阜県岐阜市福富町田 84-1 

法 人 名 株式会社 尉 

代 表 者 名 代表取締役 松田 和則 

事 業 所 名 福ろう訪問看護ステーション 

説明者氏名  

 

 上記内容の説明を事業者から確かに受けました。 

利用者 
住 所 

 

氏 名  

 

代理人 
住 所 

 

氏 名  

 


